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寿
都
町
、
神
恵
内
村
に
お
け
る
文
献
調
査
開
始
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
最
終
処
分
法
」
）
に
よ
る
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
地

選
定
に
関
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
は
令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
付
け
北
海
道
知
事
宛
文
書
「
寿
都
町
及
び
神
恵
内
村
に
お
け

る
文
献
調
査
開
始
に
あ
た
っ
て
の
申
入
れ
に
つ
い
て
（
回
答
）
」
（
以
下
「
経
産
大
臣
回
答
書
」
）
と
題
す
る
文
書
を
送
付
し

て
い
る
が
、
そ
の
文
書
本
文
の
４
に
あ
る
「
当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
の
意
見
に
反
し
て
、
概
要
調
査
地
区
等
の
選

定
を
行
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に
、
上
記
意
見
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
当
該
市
町
村
長
が
概
要
調
査
地
区
の
選

定
に
反
対
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
当
該
市
町
村
は
最
終
処
分
法
上
の
処
分
地
選
定
プ
ロ
セ
ス
か
ら
外
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
」
と
の
記
述
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

一 

「
プ
ロ
セ
ス
か
ら
外
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
」
の
意
味
は
、
文
献
調
査
が
終
了
後
、
概
要
調
査
地
区
の
選
定
に
当
た
っ

て
知
事
又
は
市
町
村
長
が
反
対
し
た
場
合
は
、
最
終
処
分
選
定
手
続
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
単
に
概
要
調
査
地

区
選
定
と
い
う
段
階
に
進
ま
な
い
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
で
に
進
め
ら
れ
た
手
続
は
撤
回
さ
れ
、
文
献
調
査
対
象

地
区
（
最
終
処
分
法
第
六
条
第
二
項
）
で
も
な
く
な
る
と
い
う
意
味
に
解
し
て
よ
い
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

知
事
又
は
市
町
村
長
か
ら
、
国
に
対
し
て
「
プ
ロ
セ
ス
か
ら
外
れ
る
」
た
め
の
反
対
意
思
の
伝
達
手
続
に
つ
い
て
最
終
処



 

２ 

 

分
法
の
施
行
規
則
を
整
備
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
い
つ
整
備
す
る
予
定
か
を
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

三 

経
済
産
業
省
が
原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
の
文
献
調
査
認
可
後
、
一
定
期
間
（
例
二
年
）
を
経
過
し
て
も
、
知
事
又
は

市
町
村
長
に
概
要
調
査
地
区
選
定
に
つ
い
て
の
賛
否
を
問
う
経
済
産
業
省
か
ら
の
連
絡
が
無
い
場
合
は
、
知
事
又
は
市
町
村

長
は
国
に
対
し
て
反
対
の
意
思
を
伝
達
で
き
る
こ
と
、
反
対
の
意
思
を
伝
達
し
た
と
き
は
、
当
該
市
町
村
は
最
終
処
分
選
定

手
続
か
ら
当
然
に
離
脱
す
る
旨
の
施
行
規
則
を
制
定
す
る
考
え
は
あ
る
の
か
。
な
い
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
は
何
か
を
、
具
体

的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

経
産
大
臣
回
答
書
は
法
的
に
ど
の
よ
う
な
効
力
が
あ
る
の
か
、
法
令
に
則
し
た
説
明
を
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


